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町田市立図書館設置条例の一部を改正する条例 

町田市立図書館設置条例（昭和３３年１０月町田市条例第４９号）の一部を次のよ

うに改正する。 

第２条の表に次のように加える。 

町田市立忠生図書館 町田市忠生三丁目１４番地２ 

附 則 

この条例は、公布の日から起算して６月を超えない範囲内において町田市教育委員

会規則で定める日から施行する。 



＿部分は改正部分 

町田市立図書館設置条例新旧対照表 

改正後 改正前 

（名称及び位置） （名称及び位置） 

第２条 図書館の名称及び位置は、次のとおり

とする。 

第２条 図書館の名称及び位置は、次のとおり

とする。 

名称 位置 

略 略 

町田市立鶴川駅前図

書館 

町田市能ヶ谷一丁目

２番１号 

町田市立忠生図書館 町田市忠生三丁目１

４番地２ 
 

名称 位置 

略 略 

町田市立鶴川駅前図

書館 

町田市能ヶ谷一丁目

２番１号 
 

 


